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「
元
老
」
と
「
元
老
院
」
の
役
割

増

山

雄

三

明

治

維

新

後

、

維

新

の

「

元

勲

」

と

し

て

、

大

久

保

利

通

や

木

戸

孝

允

ら

の

薩

長

出

身

の

政

治

家

が

、

政

界

の

中

心

に

な

っ

て

権

力

を

掌

握

し

て

い

た

が

、

黒

田

清

隆

が

首

相

を

辞

任

し

、

伊

藤

博

文

も

枢

密

院

議

長

を

辞

任

し

た

際

に

、

明

治

天

皇

か

ら

「

元

勲

優

遇

」

の

詔

勅

が

発

せ

ら

れ

た

。

こ

れ

が

、

元

勲

と

し

て

の

身

分

を

特

定

し

、

以

後

は

、

松

方

正

義

が

首

相

就

任

に

対

し

て

、

同

様

な

詔

勅

を

う

け

る

が

、

こ

の

間

、

井

上

馨

、

西

郷

従

道

、

大

山

巌

ら

も

、

同

様

な

待

遇

を

受

け

、

後

継

首

相

の

任

命

や

内

政

上

の

難

局

打

開

、

そ

れ

に

、

重

要

な

外

交

問

題

打

開

の

際

に

も

、

天

皇

の

諮

問

を

受

け

た

。

な

か

で

も

、

伊

藤

や

山

県

有

朋

の

発

言

力

は

大

き

く

、

松

方

、

井

上

は

財

界

へ

の

影

響

力

を

行

使

し

、

財

政

や

経

済

面

で

手

腕

を

振

る

い

、

桂

太

郎

が

首

相

に

就

任

し

て

以

降

は

、

元

勲

自

ら

政

権

を

担

当

す

る
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事

が

な

く

、

日

英

同

盟

締

結

や

日

露

戦

争

時

に

は

、

政

権

の

外

に

あ

っ

て

影

響

力

を

行

使

し

た

。

そ

れ

が

ル

ー

ツ

に

な

り

、

明

治

憲

法

成

立

後

の

一

八

九

○

年

代

以

降

、

国

家

の

重

要

政

策

の

決

定

や

、

首

相

選

任

に

当

っ

た

、

特

定

の

政

治

家

の

こ

と

を

、

「

元

老

」

と

い

う

よ

う

に

な

り

、

彼

ら

は

、

天

皇

の

特

別

な

補

佐

役

と

し

て

、

重

要

国

務

事

項

を

つ

か

さ

ど

り

、

そ

れ

を

取

り

仕

切

っ

て

い

た

。

し

か

し

、

そ

れ

は

非

公

式

な

組

織

で

あ

っ

た

こ

と

か

ら

、

批

判

さ

れ

る

事

も

多

か

っ

た

が

、

立

憲

政

治

の

発

展

に

果

た

し

た

役

割

は

大

き

く

、

最

後

の

元

老

と

な

っ

た

西

園

寺

公

望

は

、

昭

和

初

期

に

は

、

台

頭

す

る

軍

部

を

抑

え

る

存

在

と

し

て

、

社

会

の

期

待

も

大

き

く

、

そ

れ

に

応

え

て

大

い

に

活

躍

し

た

。

そ

れ

で

も

、

元

老

の

持

つ

イ

メ

ー

ジ

は

、

決

し

て

良

い

も

の

と

は

言

え

ず

、

高

校

の

歴

史

教

科

書

の

中

に

も

、

「

政

界

の

第

一

線

か

ら

退

い

た

が

、

非

公

式

に

天

皇

を

補

佐

す

る

人

物

と

し

て

、

首

相

の

選

任

権

を

握

り

、

内

閣

の

背

後

か

ら

、

影

響

力

を

行

使

し

て

い

っ

た

」

と

書

か

れ

て

い

る

。
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こ

れ

ま

で

、

元

老

の

よ

う

な

、

憲

法

上

規

定

さ

れ

な

い

非

公

式

な

組

織

は

、

民

主

主

義

で

は

な

く

、

陰

で

権

力

を

発

揮

し

、

公

的

組

織

を

動

か

す

、

望

ま

し

く

な

い

も

の

と

さ

れ

て

き

た

の

で

、

前

出

の

教

科

書

も

、

そ

の

イ

メ

ー

ジ

を

踏

襲

し

て

い

る

よ

う

だ

。

ま

た

そ

の

研

究

レ

ベ

ル

で

も

、

概

ね

そ

の

よ

う

に

理

解

さ

れ

て

き

た

が

、

近

年

、

政

治

家

の

手

紙

な

ど

の

一

次

史

料

や

公

文

書

、

そ

れ

に

当

時

の

新

聞

や

雑

誌

の

調

査

が

進

ん

だ

事

で

、

元

老

研

究

が

進

展

し

、

そ

の

役

割

が

見

直

さ

れ

る

よ

う

に

な

っ

た

。

一

八

八

九

年

に

明

治

憲

法

が

発

布

さ

れ

、

翌

年

に

は

帝

国

議

会

が

開

か

れ

た

が

、

当

時

の

日

本

は

ま

だ

外

交

や

内

政

が

成

熟

し

て

お

ら

ず

、

政

党

や

議

会

政

治

が

十

分

に

成

立

し

て

い

る

と

言

え

な

い

状

態

で

、

こ

の

時

、

後

継

首

相

の

選

出

や

重

要

国

務

に

関

り

、

立

憲

政

治

の

発

達

を

助

け

た

の

が

元

老

だ

っ

た

。

元

老

に

な

っ

た

の

は

八

人

で

、

最

初

に

中

心

的

役

割

を

果

し

た

の

が

、

伊

藤

博

文

で

あ

り

、

後

に

そ

れ

が

山

県

有

朋

と

黒

田

清

輝

へ

と

移

り

、

そ

の

後

も

内

閣

が

倒

れ

る

と

、

こ

の

三

人

を

中

心

に

、

天

皇

が

下
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問

す

る

よ

う

に

な

っ

た

。

明

治

中

期

に

は

、

元

老

が

、

後

継

首

相

を

天

皇

に

推

薦

す

る

と

い

う

慣

例

が

確

立

さ

れ

て

い

き

、

元

老

の

存

在

は

、

い

わ

ば

、

伊

藤

博

文

ら

の

重

臣

と

、

明

治

天

皇

の

合

作

に

よ

っ

て

で

き

た

、

非

公

式

な

制

度

だ

っ

た

と

い

え

る

の

で

は

な

か

ろ

う

か

。

政

党

政

治

の

確

立

を

目

指

し

た

伊

藤

は

、

政

党

が

統

治

能

力

を

持

つ

ま

で

、

元

老

の

行

動

に

よ

っ

て

補

完

し

よ

う

と

し

て

い

て

、

伊

藤

は

そ

れ

に

つ

い

て

、

「

立

憲

国

家

を

、

発

展

途

上

国

が

作

る

の

は

非

常

に

難

し

い

。

大

局

的

な

助

言

者

や

、

相

談

で

き

る

グ

ル

ー

プ

が

い

た

か

ら

こ

そ

、

日

本

の

憲

政

は

比

較

的

順

調

に

発

展

し

た

。

そ

れ

は

、

元

老

の

存

在

が

大

き

か

っ

た

か

ら

だ

」

と

話

し

て

い

る

。

こ

の

よ

う

な

、

八

名

に

及

ぶ

元

老

の

多

く

は

、

そ

れ

ぞ

れ

首

相

を

務

め

、

留

学

経

験

も

あ

る

の

で

、

伊

藤

は

「

海

外

で

の

体

験

が

豊

富

で

、

若

い

時

だ

け

で

は

な

く

、

閣

僚

ク

ラ

ス

に

な

っ

て

か

ら

も

行

っ

て

い

る

。

実

際

の

政

治

体

験

も

踏

ま

え

な

が

ら

、

海

外

を

じ

っ

く

り

見

て

い

る

事

が

、

と

て

も

バ

ラ

ン

ス

良

い
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知

識

を

与

え

た

」

と

自

画

自

賛

し

て

い

る

。

明

治

四

十

二

年

（

一

九

○

九

年

）

に

伊

藤

が

亡

く

な

っ

た

後

は

、

山

県

の

発

言

力

が

絶

大

と

な

り

、

明

治

末

年

に

は

桂

太

郎

が

、

大

正

初

め

に

西

園

寺

公

望

が

元

老

に

加

わ

っ

た

も

の

の

、

大

正

期

に

な

る

と

、

元

老

の

政

治

的

比

重

は

次

第

に

低

下

し

た

。

そ

し

て

、

大

正

十

一

年

（

一

九

二

二

年

）

に

山

県

が

死

ん

だ

あ

と

は

、

西

園

寺

が

事

実

上

最

後

の

元

老

と

し

て

後

継

首

相

の

選

任

に

あ

た

っ

た

が

、

一

九

二

四

年

、

元

老

の

一

人

だ

っ

た

松

方

が

亡

く

な

る

と

、

元

老

は

西

園

寺

公

望

一

人

に

な

り

、

彼

は

伊

藤

の

意

思

を

受

継

ぎ

、

下

院

で

あ

る

衆

議

院

の

最

大

勢

力

の

指

導

者

が

、

組

閣

す

る

と

い

う

イ

ギ

リ

ス

型

の

方

式

を

、

慣

例

と

し

て

確

立

す

る

事

を

目

指

し

た

。

そ

し

て

彼

は

、

政

党

の

健

全

な

発

達

を

促

す

方

針

で

、

そ

こ

か

ら

次

期

首

相

を

選

定

す

る

事

に

し

、

ま

た

、

昭

和

初

期

の

軍

部

台

頭

期

に

は

、

軍

の

暴

走

を

抑

え

つ

つ

、

政

党

間

の

泥

試

合

的

な

対

立

に

苦

し

ん

だ

と

は

い

え

、

近

代

立

憲

国

家

の

機

能

不

全

を

補

う

存

在

と

し

て

、

国

民

の

期

待

を

集

め

た

の

で

あ

る

。
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一

八

四

九

年

生

ま

れ

で

、

そ

の

頃

は

既

に

晩

年

に

近

か

っ

た

が

、

彼

一

人

に

か

か

る

負

担

大

き

く

、

そ

れ

で

も

、

独

走

す

る

陸

軍

を

い

な

し

な

が

ら

、

世

間

を

納

得

さ

せ

、

国

際

社

会

と

協

調

で

き

る

、

首

相

に

相

応

し

い

人

材

を

選

ぼ

う

と

苦

心

し

て

い

た

。

伊

藤

は

彼

の

事

を

評

し

て

、

立

憲

政

治

の

確

立

と

い

う

、

あ

る

べ

き

姿

の

た

め

、

柔

軟

に

考

え

を

変

え

る

事

が

で

き

る

、

現

実

主

義

者

だ

っ

た

と

い

う

が

、

昭

和

十

五

年

（

一

九

四

○

年

）
、

唯

一

の

元

老

だ

っ

た

西

園

寺

を

失

っ

た

日

本

は

、

泥

漿

の

日

中

戦

争

を

解

決

で

き

な

い

ま

ま

、

米

英

と

戦

争

し

、

そ

し

て

敗

戦

を

迎

え

于

事

に

な

っ

て

し

ま

っ

た

。

と

こ

ろ

で

、

先

に

話

し

た

高

校

の

歴

史

教

科

書

に

は

、

「

元

老

院

」

と

い

う

機

関

が

出

て

く

る

が

、

そ

れ

は

一

八

七

五

年

に

、

立

法

機

関

と

し

て

設

定

さ

れ

た

も

の

で

、

い

さ

さ

か

混

同

さ

れ

が

ち

だ

が

、

こ

こ

で

い

う

「

元

老

」

と

は

全

く

別

物

で

あ

る

。

元

老

院

は

、

帝

国

議

会

が

設

置

さ

れ

る

前

に

、

法

率

を

協

議

す

る

場

と

し

て

創

設

さ

れ

た

も

の

で

、

組

織

は

、

元

老

院

議

官

ら

に

よ

っ

て

構

成

さ

れ

た

が

、
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草

創

期

の

議

官

は

、

後

藤

象

二

郎

ら

土

佐

出

身

者

が

多

く

、

そ

の

ほ

か

、

幕

臣

や

福

井

出

身

者

も

含

ま

れ

て

い

て

、

薩

摩

や

長

州

主

体

の

政

府

と

は

、

一

線

を

画

し

て

い

た

と

い

う

も

の

で

あ

る

。

一

方

で

、

構

成

員

が

多

様

な

た

め

、

影

響

力

を

持

ち

に

く

か

っ

た

と

も

い

わ

れ

る

が

、

し

か

し

、

近

現

代

日

本

政

治

史

に

詳

し

い

、

武

蔵

野

学

院

大

学

の

久

保

田

教

授

は

、

「

党

派

性

が

な

く

、

藩

閥

を

後

ろ

盾

に

し

な

い

こ

と

で

、

各

人

の

考

え

に

基

ず

き

、

公

平

な

議

論

が

行

う

事

が

で

き

た

」

と

評

価

す

る

。

元

老

院

創

設

前

は

、

明

確

で

は

な

か

っ

た

、

法

令

を

公

布

す

る

ま

で

の

手

続

き

が

、

創

設

以

後

は

明

確

に

な

り

、

久

保

田

教

授

は

、

「

近

代

的

な

立

法

と

は

何

か

、

と

い

う

事

が

十

分

に

理

解

さ

れ

て

い

な

か

っ

た

時

代

に

、

元

老

院

は

創

設

さ

れ

た

。

近

代

日

本

の

立

法

と

い

う

の

は

、

こ

の

元

老

院

の

歴

史

と

共

に

発

展

し

て

き

た

」

と

、

そ

の

意

義

を

強

調

す

る

が

、

こ

の

元

老

院

は

、

明

治

憲

法

施

行

に

伴

い

、

明

治

二

十

三

年

（

一

八

九

○

年

）

に

廃

止

さ

れ

た

。

令

和

三

年

八

月


